
１．⼤⾂許可いか釣り漁業の管理区分の構成

資料５

管理年度 ４⽉〜翌年３⽉（周年）⼤⾂許可いか釣り漁業

⼤⾂管理区分に配分
（⼤中型まき網漁業、沖合底びき網漁業、⼤⾂許可いか釣り

漁業、⼩型するめいか釣り漁業）

２．都道府県及び⼤⾂管理区分への配分の基準

ＴＡＣ（国の留保分を除く）

大臣許可いか釣り漁業 ＩＱ管理区分の取扱いについて（案）

都道府県に
配分

⼤中まき
に配分

沖底に配分
⼤⾂許可いか
釣りに配分

⼩型するめい
か釣りに配分

確認書に基づき配分

暦年の漁獲実績
（H30〜R2）
の⽐率で配分

暦年の漁獲実績
（H30〜R2）
の⽐率で配分
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当初配分

当初配分 沖底 ⼩型するめいか釣り ⼤⾂許可いか釣り

３．するめいか ＩＱ管理区分に対する国の留保枠の取扱い

国の留保

国の留保

追加配分

追加配分

（１）従来

（２）令和５管理年度〜

都道府県（数量明⽰） ⼤中まき ⼩型するめいか釣り ⼤⾂許可いか釣り沖底

都道府県（数量明⽰） ⼤中まき

追加配分の
対象としない

漁獲状況に応じ、不⾜する都道府県・⼤⾂管理区分へ追加配分

漁獲状況に応じ、不⾜する都道府県・⼤⾂管理区分へ追加配分

基本シェア
相当分の
50％を当初
配分に上乗
せ
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